
 

 

 

 

 

各 位 

カードローン契約規定改定のお知らせ 

 

遠賀信用金庫（本部：遠賀郡岡垣町、理事長：岡部憲昭）は、カードローン契約規定の 

一部を下記の通り、改定させていただきます。 

同規定改定後は、お客さまとの新規取引開始時に加え、改定前よりお取引きいただいて 

いるお客さまに対しても適用されます。 

 

記 

  

１．改定する商品 

   信金ギャランティ株式会社保証付カードローン 

２．改定日 

   ２０２３年１月４日（水） 

３．改定内容 

（１）新規貸越期限 

変更前 変更後 

新規貸越期限は、借主の満６６歳の誕生日の属する

月末までとし、この期限の延長は行わないことをあ

らかじめ同意します。 

新規貸越期限は、借主の満７０歳の誕生日の属する

月末までとし、この期限の延長は行わないことをあ

らかじめ同意します。 

（２）新規貸越の停止 

変更前 変更後 

借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場

合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。 

（略） 

借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場

合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。 

（略） 

④借主が死亡したとき。（追加） 

（３）期限前の全額返済義務 

変更前 変更後 

借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合

には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの

契約による債務全額について期限の利益を失い、第

６条および第７条の返済方法によらず、直ちにこの

契約による債務全額を返済するものとします。 

（略） 

⑥ 借主に相続の開始があったとき。 

借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合

には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの

契約による債務全額について期限の利益を失い、第６

条および第７条の返済方法によらず、直ちにこの契約

による債務全額を返済するものとします。 

（略） 

（削除） 

以上 

202３年 1月 ４日 

遠賀信用金庫 



 

本件に関するお問い合わせ先 

〈会社概要〉  遠賀信用金庫 ／ https://www.shinkin.co.jp.onga/ 

〈所 在 地〉  福岡県遠賀郡岡垣町東山田二丁目 3 番 3 号 

〈事業内容〉  信用金庫業 

〈連 絡 先〉  本部 業務統括部 ／ 093-281-15７０ （担当：土岐・安東） 


